
第78回国民スポーツ大会（第79回冬季大会）

中国ブロック大会
実　施　要　項
宿　泊　要　項

主　催	 （公財）日本スポーツ協会
	 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
	 鳥取県教育委員会、島根県教育委員会、岡山県教育委員会
	 広島県教育委員会、山口県教育委員会
	 （公財）鳥取県スポーツ協会、（公財）島根県スポーツ協会、（公財）岡山県スポーツ協会
	 （公財）広島県スポーツ協会、（公財）山口県スポーツ協会
	 島根県競技力向上対策本部
主　管	 第78回国民スポーツ大会（第79回冬季大会）中国ブロック大会島根県実行委員会
	 開催県競技団体
共　催	 中国地区開催競技団体、中国高等学校体育連盟、中国中学校体育連盟
	 開催地市町、開催地市町教育委員会、開催地市町体育・スポーツ協会
後　援	 スポーツ庁

この事業は、競輪の補助金を受けて実施します。

競輪の補助事業



（（2200））ラライイフフルル競競技技 

 

１１  期期  日日  ２０２４年８月１７日（土）・１８日（日）   

              １７日（土）１０：００～１５：００ 公式練習 

                     但し、ビーム種目は 12 時まで 

                     １１：００～１１：３０ 代表者会議 

             １３：００～      試合開始（BR・BP） 

１８日（日）  ９：００～      試合開始（50ｍ・10ｍ） 

                    試合終了後       表彰式  

 

２２  会会  場場  
 50ｍ、10ｍ 
 島根県ライフル射撃場 

   〒690-2104 島根県松江市八雲町熊野 351 
   ℡ 0852-21-5388（島根県スポーツ協会代表）  

 

３３  種種別別及及びび参参加加人人員員 
種 別 種 目 本大会出場県数 監 督 選 手 小 計 参加県 計 

成年 

男子 

FR3P ２ 

１ 

１ 

１２ ５ ６０ 

FR60PR ２ １ 

AR60 ３ １ 
AP60 ２ １ 

成年 

女子 

R3P ２ １ 

AP60W ３ １ 

  

少年 

男子 

AR60J ２ １ 

BP60J ２ １ 

  

少年 

女子 

AR60WJ ２ １ 

BR60WJ ２ １ 

BP60WJ １ １ 

 

４４  競競技技上上のの規規定定及及びび競競技技方方法法  

 （１）競技上の規定 

    ライフル射撃競技規則集（第１巻）最新版及びライフル射撃競技規則集（第２巻）最新版

による。 

 （２）使用標的 

    50m ライフル：紙標的交換機（SB3 号 G 標的） 

BR、BP 
立正大学淞南高等学校 室内射撃場 
〒690-8517 島根県松江市大庭町 1794-2 

    10m エアライフル及びエアピストル：紙標的交換機（AR9 号 G 標的・AP4 号 G 標的） 

    ビームライフル及びビームピストル：得点表示装置（興東電子㈱社製） 

 

５５  参参加加資資格格、、所所属属都都道道府府県県及及びび選選手手のの年年齢齢基基準準  

  実施要項総則５に定めるもののほか、次による。 
 （１）大会に参加する監督・選手は、当該年度の公益財団法人日本ライフル射撃協会会員登録者で

あること。 

 （２）監督は、公益財団法人日本スポーツ協会公認スポーツ指導者制度に基づく、公認ライフル射

撃コーチ３、公認ライフルコーチ４のいずれかの資格を有するもので、かつ公益社団法人日本

ライフル射撃協会認定 B 級コーチ資格を有する者とする。 

 （２）選手と監督は兼任できない。 

（３）選手は今年度有効なインテグリティ教育を受講済みであること。 

（４）少年種別ビームライフル種目、ビームピストル種目に参加できる選手には２００９年４月２

日から２０１０年４月１日までの間に生まれた中学３年生を含むものとする。 

 

６６  表表        彰彰  実施要項総則６による。 

 

７７  参参加加申申込込方方法法  実施要項総則７による。 

        

８８  参参    加加    料料  実施要項総則７による。 

 

９９  宿宿泊泊申申込込方方法法  実施要項総則１１による。  

 

1100  そそのの他他  

 （１）銃器・弾薬について 

   ア 銃器・弾薬は各自持参、また銃砲所持許可証、日本ライフル射撃協会会員証、射手手帳、

火薬類譲受許可証を必ず持参すること。 

   イ 移動中、宿泊所、射場においては保管に十分留意すること。 

   ウ 省庁銃の場合は派遣命令書を持参すること。 

エ 年少射撃資格者が参加する場合は、年少射撃資格認定証を必ず持参するとともに、当該空

気銃の所持許可を受けている年少射撃指導者が帯同すること。 

   オ いずれの場合も、改正銃砲刀剣類所持等取締法を遵守すること。  

 （２）代表者会議 

    ８月１７日（土）午前１１時００分より、ライフル射撃場 審査室にて行う。 

 （３）問い合わせ先 

            〒690-0821 島根県松江市上東川津町 1069 
      島根県ライフル射撃協会 野津武志 
          ℡ 090-4898-9654 fax 0852-27-7173 
      E-mail：stb.p.s.t@mable.ne.jp 

 

－ 70 －
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